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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１　附属機関の会議の名称 

水戸市吉田市民センター運営審議会 

 

２　開催日時 

令和７年２月 12 日（水）　14 時 00 分から 

15 時 00 分まで 

 

３　開催場所 

水戸市吉田市民センター仮事務所　会議室 

 

４　出席した者の氏名 

(1) 委員 

仲澤 守一 ・ 上田 曻 ・ 田上 惠子 ・ 伊藤 健司 ・ 江幡 和代 ・ 河野 眞利子 

(2) 執行機関 

菅谷 源文 ・ 豊田 千賀子 

 

５　議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和６年度事業報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　（公開） 

(2) 令和６年度利用状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　（公開） 

(3) 令和７年度定期講座受講生募集（案）について　　　　　　　　　（公開） 

 

６　非公開の理由 

 

７　傍聴人の数　０人 

 

８　会議資料の名称 

令和６年度第２回水戸市吉田市民センター運営審議会 
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９　発言の内容 

執行機関　　本日は，お忙しいところ，御出席いただき，誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので，ただ今より，令和６年度第２回水戸市吉田市民セ

ンター運営審議会を始めさせていただきます。 

なお，会議録作成にあたり会議の内容を録音させていただくことを御了

承願います。 

それでは，はじめに，　　会長より御挨拶を頂戴したいと思います。 

　  会長よろしくお願いします。 

 

　  会長　　（挨拶） 

 

　　執行機関　　それでは，議事に入る前に，本日は，委員６名全員の御出席をいただい

ており，市民センター条例第 12 条第２項に規定する委員定数の半数以上

に達しておりますので，当審議会が成立したことを御報告いたします。ま

た，水戸市附属機関の公開に関する規定に基づき，会議録署名人を２名の

方にお願いしたいと思います。　　委員と　　委員のお二方にお願いした

いと思いますがいかがでしょうか。 

 

（よろしくお願いしますとの声あり） 

 

　　委員と　　委員よろしくお願いいたします。 

それでは，市民センター条例第 12 条第１項の規定により，会長に議長と

なっていただき，議事進行をお願いいたします 

 

　　　  議長　　各委員の皆さま，本日は公私ともお忙しい中，御出席をいただきありが

とうございます。お手元の会議資料に基づき議事を進めてまいりますので，

皆さまからの活発な御意見をお願いいたします。 

　　　　　　　　それでは議題(1)令和６年度事業報告について及び(2)令和６年度利用状

況について関連がありますので，一括して事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料２～６ページの説明） 

 

　  議長　　ただ今，事務局より議題(1)及び(2)についての説明がありましたが，何

か御意見，御質問等ございましたら，御発言をいだだきたいと思います。 

 

　　　　委員　　市民センターの改修工事は，いつ頃終わる予定ですか。 

　　 

　　執行機関　　３月末までには，完了見込みで，引渡しは，４月上旬を予定していると

のことです。 
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　　委員　　引っ越しはいつ頃行う予定ですか。 

 

執行機関　　ゴールデンウィーク明けの５月８日，９日に行う予定です。 

 

　  議長  　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。  

ないようですので，次に議題(3) 令和７年度定期講座受講生募集（案）

について，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関　（資料７～８ページの説明） 

 

　  議長　　ただいま，事務局より議題(3) についての説明がありましたが，何か御 

意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

　　委員　　e スポーツというもので，テレビの画面に合わせて太鼓を叩くゲームが

あるのですが，それを行うために市民センターに大きなテレビはあります

か。 

 

執行機関　　ホールに１台テレビはあります。 

 

　　委員　　ゲームをするための機材を繋げることはできますか。 

 

　　執行機関　　できると思います。 

 

　　委員　　e スポーツがねんりんピックの競技の一つに入ったと聞いたので，市民

センターの講座に入れていただくことはできないですか。この前，ふれし

あに高齢福祉課の職員に来ていただいて，ゲームをしました。太鼓を叩い

て二人が競い合うゲームでとても楽しかったので，ぜひ，講座に入れてい

ただければと思います。 

 

執行機関　　太鼓などゲームの機材はありますか。また，テレビは１台で足りますか。 

 

　　委員　　ゲームの機材は，高齢者クラブで買おうかなと思っています。また，テ

レビは，大きいものであれば１台で足ります。 

　　　　　　　 

執行機関　　講座を開く場合，講師は必要となりますか。 

 

　　委員　　誰でも分かるので自主運営でも大丈夫です。 

 

執行機関　　今年から定期講座として始めるのは難しいので，通常であれば教室から
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始める形となります。そのため，今後，高齢者クラブの方と相談しながら

進めることができればと思います。 

 

　　委員　　令和７年度は，準備期間ということですかね。 

 

執行機関　　そうですね，７年度は準備期間で８年度から定期講座という流れが良い

と思います。 

 

　　委員　　他の市民センターでは，e スポーツをやっているところはあるのですか。 

 

　　委員　　あるという話は，聞いております。 

　　　　　　高齢福祉課では，６・７人集めてくれれば，いつでも指導してあげます

と言ってくれてます。やり方としては，簡単なゲームです。 

 

　　　　委員　　子どもがよくやっている，太鼓の達人の大人バージョンみたいなもので

すかね。 

 

　　　　委員　　定期講座に入れてくれるということになれば，高齢者クラブで機材を購

入しようかという話も出ています。 

 

　　執行機関　　令和７年度の開講は難しいので，令和７年度は準備期間として，令和８

年度開講を目指して進めていきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

　　　　委員　　よろしくお願いします。 

 

　　　　委員　　市民センター主催ということになれば，高齢者クラブに加入していなく

ても大丈夫なんですね。 

 

　　執行機関　　そのような形になります。 

 

　　　　委員　　もし開講した場合，会費は安くしていただきたい。 

 

　　執行機関　　自主運営できるのであれば，会費を無料とすることも可能と思われます。 

 

　　　　委員　　高齢者クラブを対象としたならば，会費は無料としたい。しかし，一般

の方も対象とするならば少し会費をとる必要があると思います。 

 

　　委員　　月曜日行っているヨガは，人が多くて入れないんですよね。 
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　　委員　　吉田地区の方が優先的に入れると言っていましたが，地区外の方でも継

続する方は，入れるんですよね。 

 

執行機関　　はい，そういうことになります。 

 

執行機関　　新規に開講する椅子ヨガは，単発で行っている市民センターはありまし

たが，定期講座として開講するのは吉田市民センターが初めてかと思いま

す。椅子を支えにして行うヨガなので，足腰が不安な方も楽しめるもので

す。 

 

　　委員　　高齢者の方なども，椅子を使ったヨガなので無理なく体を動かせるので

よいものだと思います。 

 

　　委員　　来年度，市民センターの花壇を作ることはできますか。 

 

執行機関　　工事が完了し，引渡しが終われば作ることはできます。 

 

　　委員　　２月末に配布されるパンジーについては，工事が完了していないので仮

事務所に植えようと思います。 

 

　　委員　　パンジーの配布はいつですか。 

 

　　委員　　２月 28 日から３月３日までです。 

　　　　　　５月にベゴニアの配布があるので，それあたりから市民センターの花壇

に植えようかと考えています。 

　　　　　　そのため，今回は，仮事務所の道路脇の花壇に植えようと思います。 

 

　　委員　　パンジーの区分けはいつですか。 

 

　　委員　　２月 26 日の９時 30 分です。雨の場合は，翌日に延期します。 

 

　  議長　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

　　　　　　それでは，定期講座については，募集（案）の内容でよろしいですね。

また，e スポーツについては，次年度以降取り入れていく方向でよろしい

ですね。 

 

　  議長　　それでは，次に議題(4)その他について，皆様から何かございますか。 

 

　　　　委員　　ニュースポーツは，講師名が抜けていますがどうしてですか。 
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　　執行機関　　自主運営で取り組んでいるためです。定期講座は，講師を付けなくて運

営することもできます。 

 

　　委員　　来年度，寿大学は，開講するのですか。 

 

執行機関　　これまでどおり，開講いたします。 

 

　　委員　　以前行っていた女性セミナーなども開講するのですか。 

 

執行機関　　女性会，高齢者クラブ，実践会の方に相談しながら進めていきたいと思

っております。 

 

　　　  議長　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようでしたら，事務局より何かありますか。 

 

執行機関  　長寿命化型改修工事の進捗状況等についての説明 

 

　  議長　　ただいま，事務局より説明がありましたが，何か御意見，御質問等ござ

いましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

　　委員　　引っ越しをした後の仮事務所は，どうなるのですか。 

 

執行機関　　現在，市民生活課で管理していますが，引っ越し後の使い道については，

確認できておりません。 

 

　　委員　　以前，教育委員会で四中のフリースクールに使いたいという話を聞きま

した。 

 

　　委員　　仮事務所が空くのであれば，高齢者クラブで部屋を使いたいなと思った

のですがそれはどうですかね。 

 

執行機関　　部屋の利用は，難しいかなと思います。ただし，来年度，市民センタ－

の駐車場工事を実施する予定なので，その際に仮事務所の駐車場を使わせ

てほしいと市民生活課に相談はしております。 

 

　　委員　　市民センターのゲートボール場にある大きな木は，どうするのですか。 

 

執行機関　　伐採する予定ではありますが，確定ではございません。 
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　　委員　　抜根は，しないのですか。 

 

執行機関　　抜根は，費用も嵩むので伐採となります。 

 

　　委員　　あれだけ大きくなると近所に迷惑がかかるので，伐採したほうがいいで

すね。 

 

　　委員　　今年は，スポーツフェスティバルと秋まつりはどちらも吉田小学校で行

います。 

 

　　委員　　来年度の福寿のつどいですが，10 月５日，小学校の体育館をお借りして

開催したいと考えております。当初，市民センターで開催しようと考えた

のですが人数も多く密になるので小学校の体育館をお借りすることにいた

しました。 

 

　　議長　　その他，何か御質問，御意見等がございますか。 

意見等がないようですので，以上で，本日の議題についての審議は終わ

りにいたします。 

 

執行機関　　皆さま，慎重な御審議ありがとうございました。本日の皆さま方の貴重

な御意見を参考にし，今後，市民センター事業を実施して参ります。 

それでは，以上をもちまして，令和６年度第２回水戸市吉田市民センタ

ー運営審議会を閉会いたします。委員の皆さま，本日は，ありがとうござ

いました。 


